
令和元年度地域別懇談会

第６次大府市総合計画
〜持続可能なまちづくり〜1

総合計画とは
市の特性をふまえ

“将来の都市目標”を定める市の最上位計画

2

地方自治法 第２条第４項（改正前）

市町村は、その事務を処理するに当たって
は、議会の議決を経てその地域における総合
的かつ計画的な行政の運営を図るための
基本構想を定め、これに即して行うようにしな
ければならない。

⇒
規定の
削除

（H23）

大府市総合計画条例の制定（平成29年9月）

第３条 市長は、適切な計画期間を設定し、そ
の時々の地域の実情、社会経済情勢の変
化等を踏まえ、これらに適合するように総合
計画を策定するものとする。

第７条 市長は、基本構想を策定するときは、
市議会の議決を経るものとする。
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総合計画の全体構成

3

第６次大府市総合計画について

計画期間
令和２年度（2020年度）から令和12年度（2030年度）までの
11年間

計画人口

平成31年３⽉31日現在の本市の人口は、９２，４１４人です。
令和12年度（2030年度）の計画人口を１００，０００人とします。

4
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基本理念１

１ 健康都市の実現

本市がこれまでに「健康都市」として先導的に培って
きた取組成果を礎に、「ひと」、「くらし」、「まち」、
そして「みらい」の「４つの健康」に、それらを支える
「健康都市経営」の視点を加えた５つの領域を軸とした、
分野横断的な連携による「健康都市」の実現を目指しま
す。

5

「ひと」の健康

政策目標１ こころもからだも元気に過ごせるまち
(健康づくり、文化、スポーツ分野)

政策目標２ 地域で助け合えるまち
(地域福祉、高齢者・障がい者福祉分野)

6
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特色ある健康づくり推進施策

7 これまで

株式会社タニタヘルスリンクとの連携に
よる健康プログラム事業

特色ある健康づくり推進施策

8 これまで

あいち健康プラザとの連携による
ヘルスアップ補助事業
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9

特色ある健康づくり推進施策

介護予防教室「健康長寿塾」の開催

（大府・東山・吉田公民館で実施）

これまで

生涯スポーツ社会の実現

10 これまで

至学館大学と連携したレスリング教室を開催
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11 これまで

生涯スポーツ社会の実現

大府体育センターの駐車場拡張

12

高齢者や障がいのある方の居場所
づくり・生きがいづくりを推進

常設サロン「ふれあいの居場所みどり」の様子（江端町）

これまで
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13

高齢者や障がいのある方の居場所
づくり・生きがいづくりを推進

大府市発達支援センターみのり

これまで

14 これから
・新健康おおぶプラン（第３次）に

基づく健康増進事業の拡充

・河川の緑道を活用したウォーキン

グコースの整備

・全世代型サロンの開設支援

・健康長寿塾の拡充

・新たなスポーツ施設の建設

・東部知多プールのリニューアル

・歴史民俗資料館有効活用のため

の改修と大倉公園との連携

etc

石ヶ瀬川緑道

歴史民俗資料館

大倉公園休憩棟
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15

「くらし」の健康

政策目標３ 支え合い学び合うまち
(協働、生涯学習、多文化共生分野)

政策目標４ 環境にやさしい持続可能なまち
(環境保全、環境美化分野)

高校生・大学生・⻘少年のイベント
活動やボランティア活動などを推進

16 これまで

高校生議会の開催
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17 これまで

大府東高校へ期日前投票所設置（県内初）

高校生・大学生・⻘少年のイベント
活動やボランティア活動などを推進

18 これまで

男⼥共同参画と多文化共生の推進

大府市と大府商工会議所の共同による
「イクボス宣言」
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19 これまで

テレビ電話通訳システムと携帯型音声翻訳機の導入

男⼥共同参画と多文化共生の推進

20 これまで

市⺠との協働により開かれた市政を推進

市民と市長のまちトークの開催
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21 これまで

市⺠との協働により開かれた市政を推進

職員と市民との協働による河川清掃の実施

22 これまで

循環型社会づくり

都市鉱山から作る！みんなのメダルプロジェクト

岡村大府市⻑
吉⽥沙保⾥選⼿

登坂絵莉選⼿
⼟性沙羅選⼿

川井梨紗⼦選⼿
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23 これから

・（仮称）若者会議の開催

・中学生サミットの開催

・審議会などの女性登用率の向上

・外国人児童生徒の日本語教室、学習支援

・職員の地域活動参加促進

・アダプトプログラムや河川清掃活動の推進

etc

（仮称）若者会議イメージ

地域で活動する市職員

「まち」の健康

政策目標５ 安心安全に暮らせるまち
(消防、防災・減災、防犯、交通安全分野)

政策目標６ 快適で便利な都市空間が整うまち
(都市計画・景観、道路、緑花、上下⽔道分野)

24
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25 これまで
消防・救急体制の充実強化と
防災・減災対策の徹底

地域防災リーダー養成講座
「おおぶ防災大学」の実施

26 これまで

消防署共長出張所の新築移転に併せた
防災学習センター設置を計画

消防・救急体制の充実強化と
防災・減災対策の徹底
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27 これまで

市内、24時間営業の全てのコンビニ
エンスストアにAEDを設置

消防・救急体制の充実強化と
防災・減災対策の徹底

28 これまで

防犯対策、交通安全対策の強化

防犯カメラの設置を推進
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29 これまで
鞍流瀬川や⽯ヶ瀬川の河川堤防を
利⽤した安全で快適な緑道の整備

鞍流瀬川緑道

30

安全・便利で快適な道路、歩道、公園など
の整備と良好な住まいづくりの推進

市道共和駅東線などの道路事業を推進

これまで
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31

八ツ屋大池公園の設置

（共和西土地区画整理事業区域内）

安全・便利で快適な道路、歩道、公園など
の整備と良好な住まいづくりの推進

これまで

32

星名池（北崎町）の景観整備

安全・便利で快適な道路、歩道、公園など
の整備と良好な住まいづくりの推進

これまで
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33 これから

・消防署共長出張所の新築移転と防災学習センターの建設

・同報無線のデジタル化など、災害時情報伝達手段の拡充

・警察署の誘致と警察力の充実に向けて、県に対し要望活動強化

・高齢者ドライバーを対象に自動車の後付け安全装置設置費を助成

・知多半島道路大府PA【下り線】建設促進と【上り線】外部利用化に向けた周辺整備

・市道柊山大府線、上原殿田線、井田上線、共和駅東線、養父森岡線の整備

・横根平子、北山地区区画整理事業の促進による良好な住宅地供給と公園、緑づくり

・河川堤防を活用した緑道（歩道）の整備

・川池と横根立会池の整備（景観、親水空間、公園機能など）

etc

第４次大府市都市計画マス
タープランの策定（地域別
ワークショップの様子）

土地区画整理事業に
よる良好な住環境

「みらい」の健康

政策目標７ 子どもが輝くまち
(子育て、学校教育分野)

政策目標８ 活⼒とにぎわいがあふれるまち
(商業、観光、工業、農業、公共交通分野)

34
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35 これまで
大府市子ども・子育て応援基⾦を新設し、
「おおぶ子ども・子育て⼋策」を精⼒的に推進

大府市運動遊びプログラム実践の様子

36

新しくなった市立荒池保育園

これまで
大府市子ども・子育て応援基⾦を新設し、
「おおぶ子ども・子育て⼋策」を精⼒的に推進
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37

未来を切り拓く人づくりと教育⼒の充実

ICTを活用した教育を他市に先駆けて実施

これまで

38

市内全小・中学校の普通教室などへのエアコン設置

未来を切り拓く人づくりと教育⼒の充実

これまで
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39

駅周辺のにぎわい創出と商業・工業・農業の振興
による活⼒ある豊かな市⺠生活の基盤づくり

健康にぎわいステーション「KURUTOおおぶ」をオープン

これまで

40

ウェルネスバレーの推進（医福工連携シンポジウム）

駅周辺のにぎわい創出と商業・工業・農業の振興
による活⼒ある豊かな市⺠生活の基盤づくり

これまで
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41

６次産業化の促進（農家カフェ「はたけぞく」）

駅周辺のにぎわい創出と商業・工業・農業の振興
による活⼒ある豊かな市⺠生活の基盤づくり

これまで

42 これから

・待機児童ゼロ、安心して子育てができる環境づくり

・放課後クラブの学校敷地内実施率１００％（石ヶ瀬小学校内に放課後クラブ室を設置）

・小中学校体育館などへの空調設備設置

・教育委員会にスクールソーシャルワーカーを設置

・ICT教育、道徳教育、英語教育の推進

・駅周辺の中心市街地活性化（プランの策定）

・民間活力導入による大府駅東駐車場、駐輪場の立体化と商業施設誘致

・地域公共交通網形成計画の策定

・利便性の高い公共交通ネットワークの形成

・木の山地区などへの企業誘致（民間企業や県企業庁と連携）

・６次産業化を通じた付加価値の高い都市近郊農業の推進 etc

大府駅東立体駐車場・
駐輪場イメージ
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健康都市経営

政策目標９まちづくりを支える持続可能な⾏政経営
(⾏財政運営、広報・広聴分野)

43

44 これまで

改善改⾰を常に念頭に置いた、
効率的で質の高い⾏政経営の推進

住民票の写しなどの証明書のコンビニ交付サービス

22



45

市役所でのパスポートの申請・交付

これまで

改善改⾰を常に念頭に置いた、
効率的で質の高い⾏政経営の推進

46

ネーミングライツ制度の導入

これまで

改善改⾰を常に念頭に置いた、
効率的で質の高い⾏政経営の推進
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47 これから

・地方創生事業の積極的な取組

・RPAやAIの積極的な導入

・市債残高（全会計トータル）の縮減

・公衆無線LAN（Wi-Fi）の整備

（駅前、市役所、アローブなど）

・政策法務の充実

（児童虐待防止条例、手話言語条例の制定など）

・消防、税滞納整理機構などの広域行政を積極的に推進

etc

ソフトバンクとの「ICTの活
用による持続可能なまちづく
り」に関する包括連携協定

手話言語条例

2 新たな発想での持続可能なまちづくり

基本理念２

本市がこれまで大切に育んでき
た「健康都市」というまちのブラ
ンドを「独自性」、「先駆性」、
「付加価値性」といった観点から、
市⺠、地域、事業者などとの協働
により、更なる磨き上げを⾏い、
SDGs（持続可能な開発目標）の
基本姿勢でもある持続可能なまち
を創造する「健康都市」の実現を
目指します。

48
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将来都市像

『いつまでも 住み続けたい

サスティナブル健康都市おおぶ』

「いつまでも 住み続けたい」

まちの機能や魅⼒を⾼めるとと
もに、人と人とのつながり、支え
合いの輪を広め、本市に暮らす
人々が地域の「魅⼒」や「温も
り」を実感し、「いつまでも 住
み続けたい」と思えるまちづくり
を進めます。

「サスティナブル健康都市おおぶ」

本市における「サスティナブル
（持続可能な）」の観点は、改善改
革を繰り返しながら、発展し続ける
「未来志向」の考え方です。
本市で暮らし、働き、集い、学ぶ

人々がいきいきと健やかな生活を送
ることができる持続可能で鋭気にあ
ふれるまちづくりを進めます。
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第６次大府市総合計画は、
市制５０周年の年である

令和２年４⽉からスタートします。
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